
補助券を使用して妊婦健診を受けた場合

4月１日以降に、補助券を使用した妊婦健診が終了した場合　⇒追加助成あり

4月１日より前に、妊婦健診が終了した場合　⇒追加助成なし

健診回数 健診費用 A 補助券 B 自己負担額 A-B 健診回数 健診費用 A 補助券 B 自己負担額 A-B

3月25日 ―10回目 15,000 4,000 11,000 対象外 3月18日 ―13回目 9,000 4,000 5,000 対象外

4月1日 3月25日 ―14回目 10,000 4,000 6,000 対象外

4月8日 ―11回目 9,000 4,000 5,000 4月1日
0円

4月15日 ―12回目 9,000 4,000 5,000

追加助成額 0円
4月22日 ―13回目 9,000 4,000 5,000

15,000円 ＜ 4月１日より前に、補助券14枚をすべて使用した場合　⇒追加助成なし

追加助成額 15,000円 健診回数 健診費用 A 補助券 B 自己負担額 A-B

3月18日 ―13回目 9,000 4,000 5,000 対象外

3月25日 ―14回目 10,000 4,000 6,000 対象外

健診回数 健診費用 A 補助券 B 自己負担額 A-B

4月1日 ―15回目 10,000 0 10,000 対象外

3月18日 ―5回目 8,000 6,000 2,000 対象外

10,000円

4月1日 ―6回目 13,000 8,000 5,000

追加助成額 0円

4月15日 ―7回目 8,000 4,000 4,000

4月29日 ―8回目 8,000 4,000 4,000

5月13日 ―9回目 10,000 6,000 4,000

5月27日 ―10回目 15,000 8,000 7,000

6月10日 ―11回目 9,000 4,000 5,000

6月17日 ―12回目 9,000 4,000 5,000

6月24日 ―13回目 9,000 4,000 5,000

7月8日 ―14回目 10,000 4,000 6,000

45,000円 ＜
追加助成額 45,000円

健診回数 健診費用 A 補助券 B 自己負担額 A-B

3月18日 ―4回目 11,000 8,000 3,000 対象外

4月1日 ―5回目 8,000 6,000 2,000

4月15日 ―6回目 13,000 8,000 5,000

4月29日 ―7回目 8,000 4,000 4,000

5月13日 ―8回目 8,000 4,000 4,000

5月27日 ―9回目 10,000 6,000 4,000

6月10日 ―10回目 15,000 8,000 7,000

6月24日 ―11回目 9,000 4,000 5,000

7月1日 ―12回目 9,000 4,000 5,000

7月8日 ―13回目 9,000 4,000 5,000

7月15日 ―14回目 10,000 4,000 6,000

47,000円 ＞

追加助成額 46,000円

4月1日以降の自己負担額

4月1日以降の自己負担額

4月1日以降の自己負担額

4月1日以降の自己負担額

4月1日以降の自己負担額

出産

助成上限額

46,000円

パターン①：自己負担額の合計が助成上限額を下回る場合 ⇒追加助成は自己負担額の合計

出産

助成上限額

46,000円

出産

助成上限額

46,000円

パターン②：自己負担額の合計が助成上限額を上回る場合 ⇒追加助成は助成上限額

事例１

事例２

事例３

出産

出産

【注意】次の場合は助成対象外です

（令和7年5月）川崎市こども未来局母子保健担当　作成　


